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平成29年11月６日（月曜日）
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会議に付託された議案等

○総合政策及び行財政対策に関する調査

○その他報告事項

・平成30年度における重点施策について

・宮崎県版図柄入りナンバープレートについて

（ ）・産業人財育成・確保のための取組指針 素案

について

・平成30年度当初予算編成方針について

・新燃岳の噴火活動に伴う被災及び対応状況に

ついて

・平成29年台風第22号による被害状況について
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ただいまから総務政策常任委員○二見委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○二見委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

それでは、報告事項の説明を求めます。

おはようございます。総○日隈総合政策部長

合政策部でございます。本日は、どうぞよろし

くお願いいたします。

まず、お礼を申し上げたいと思います。

10月23日に開催いたしました、国民文化祭、

全国障害者芸術・文化祭の宮崎県実行委員会の

第２回総会におきましては、二見委員長に御出

席を賜り、まことにありがとうございました。

今後とも、県議会の御協力をいただきながら、

この国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の準

備を着実に進めてまいりたいと考えております

ので、今後とも、どうぞよろしくお願い申し上

げます。

では、座って説明させていただきます。

それでは、お手元にお配りしております常任

委員会資料の表紙をお開きいただき、目次をご

らんください。

、 。きょうは その他報告事項が３件ございます

まず、平成30年度における重点施策につきま

しては、先日発表いたしました、平成30年度当

初予算編成方針における重点施策について報告

するものでございます。

次に、宮崎県版図柄入りナンバープレートに

つきましては、現在、図柄の候補等について、

県民アンケート調査を実施しているところでご

ざいますが、今後のスケジュール等について報

告するものでございます。

最後に、産業人財育成・確保のための取り組

み指針につきましては、産業界において深刻さ

を増しています人材不足への対応等を体系的に

整理した指針を、年内をめどに策定したいと考

えておりまして、その素案を御報告させていた

だきたいと考えております。

詳細につきましては、この後、担当課長から

説明させますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

。○松浦総合政策課長 総合政策課でございます

私からは、２件御報告をさせていただきます。

。常任委員会資料の１ページをお開きください

まず、平成30年度における重点施策について

であります。来年度は、県総合計画アクション

プランの最終年度に当たりますので、その仕上

げに向けて、さまざまな取り組みを展開してい

く必要があると考えております。

また、３年後に国民文化祭、全国障害者芸術

・文化祭、それから東京オリンピック・パラリ

ンピック競技大会が開催されます。そういった

ものへの着実な準備、それから開催効果の本県

への波及、こういったものに取り組んでいく必

要があると考えておりますし、さらに、世界農

業遺産やユネスコエコパークといった世界ブラ

ンドへの登録あるいは全国和牛能力共進会での

成果等を、今後にどう生かしていくのか、そう

いった取り組みの具体化も求められているとこ
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ろでございます。

こうしたことを念頭に置きつつ、来年度にお

きましては、下線を引いておりますが、宮崎の

さらなる飛躍と新たな挑戦をテーマに、今後の

事業展開について検討してまいりたいと考えて

おります。

柱立てとしましては、３つでございます。

まず、１つ目でありますが 「未来を支える人、

財育成・確保と中山間地域対策の強化」であり

。 、（ ）ます 長期的な課題ではありますけれども １

にありますように、若者の県内定着とＵＩＪタ

ーンの促進につきましては、ぽつの１つ目にあ

りますが、キャリア教育、それから、ぽつの最

後にありますが、本県出身者のネットワーク等

を活用したＵＩＪターンの促進等に取り組んで

まいりたいと考えております （２）の子育て支。

援と働き方改革の推進、それから （３）の中山、

間地域の維持・活性化につきましては、地域交

通と地域医療、介護サービスの維持・確保に努

める必要がございます。また、地域の実情に応

じた雇用の創出と所得の安定向上による暮らし

の維持といったことについても、しっかり取り

組んでいく必要があると考えております。

柱の２つ目でございます 「世界ブランドや文。

化・スポーツを生かした地域づくり―2020年に

向けて―」と記載をしております。

まず （１）の世界ブランドの宮崎づくりにつ、

きましては、世界農業遺産やユネスコエコパー

クあるいは国立公園満喫プロジェクトといった

ようなものをどう活用していくのか、こういっ

たところをしっかり進めてまいりたいと思って

おりますし、ぽつの３つ目にありますが、美し

い宮崎づくりの推進にも取り組んでまいりたい

と考えております。

（２）の文化・スポーツを生かした地域づく

りにつきましては、国民文化祭と全国障害者芸

術・文化祭、これについての着実な準備、それ

から、宮崎東京オリンピック・パラリンピック

おもてなしプロジェクトの推進といったことに

ついても、しっかりと取り組んでまいりたいと

考えております。

柱立ての３つ目でございます 「地域経済をけ。

ん引する産業づくり」といたしまして （１）に、

ありますが、成長産業の育成加速化と県内企業

の競争力強化というところでは、これまでに引

、 、き続きまして フードビジネスのさらなる展開

それから中核企業の育成等に取り組んでいきた

いと考えております （２）の次代につながる新。

たな産業づくりといたしまして、介護・医療・

福祉を初め、多様な業種連携による地域共生産

業を生み出せないかということで考えておりま

すし、また、宮崎版ＤＭＯあるいはスポーツ・

、ヘルスケア産業の育成といったことについても

引き続き、取り組んでまいりたいと考えており

ます。また、宮崎牛を初めとする輸出産業のさ

らなる振興等にも取り組んでまいりたいという

ように考えております。

こういった考え方に基づきまして、来年度の

施策、事業の構築に努めてまいりたいと考えて

おります。

この件については以上でございます。

続きまして、２ページをお開きいただきたい

と思います。

宮崎県版図柄入りナンバープレートについて

でございます。

１の概要にありますが、本県のイメージアッ

プに資するため、ナンバープレートの選択肢の

一つとして、宮崎県版の図柄入りナンバープレ

ートの導入に向けて、現在検討を進めていると

ころでございます。
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３の図柄の候補についてをごらんいただきた

いと思いますが 「日本のひなた宮崎県」をメー、

ンのテーマにいたしまして、４つの案を今、提

示をして、県民アンケートをしているところで

ございます。

テーマにつきましては、昨年度のアンケート

をした中で数の多かったものでございますけれ

ども、Ａについては「ひなた 、Ｂは「ひなたと」

海 、Ｃについては「ひなたとフェニックス 、」 」

Ｄについては「ひなたと神話」といったような

。テーマで今提示をしているところでございます

２のスケジュールにお戻りいただきまして、

現在、県民アンケートを実施しており、11月17

日までとしております。これの集計結果も踏ま

えながら、今月中に図柄の選定を行いまして、

国へ提案をしてまいりたいと考えております。

国では、この図柄について確認作業が行われ

ますので、それが通れば、来年の10月ごろ、宮

崎県版の図柄入りナンバープレートの交付が開

始になるという運びになってまいります。

私からは以上でございます。

産業政策課でございま○重黒木産業政策課長

す。委員会資料の３ページをお開きください。

産業人財育成・確保のための取り組み指針に

つきまして、前回、９月議会で骨子案を御報告

いたしましたけれども、その際、いただきまし

た御意見を踏まえまして素案を作成いたしまし

たので、御説明させていただきます。

、 、まず １の策定の趣旨でございますけれども

人材確保が困難な状況が続く中、産業人財の育

成・確保の現状と課題を整理しまして、今後、

産学金労官で進める取り組みの方向を関係機関

共有の指針として作成するものでございます。

次に、２の現状分析及び課題でございます。

まず （１）の本県の就業状況であります。下、

の折れ線グラフにありますとおり、全体の就業

者数は減少してきております。産業別では、そ

の下の表に掲げておりますように、ほとんどの

分野で同様に減少している中で、医療福祉分野

。が大きく増加しているという状況にございます

次の４ページをごらんください。

（２）の学卒者の就職及び離職状況について

であります。既に御承知のとおり、新規高卒者

の県内就職率は全国最低レベルということでご

ざいます。

それから、高等教育機関、大学、短大等でご

ざいますけれども、ここの卒業者につきまして

は、全国と比較するデータはございませんけれ

ども、県内の状況ですと、県内就職率が40％台

で推移しておりまして、県内就職率が高いとは

。必ずしも言えない状況にあると考えております

また、就職後３年以内の離職率につきまして

も、高卒、それから大卒ともに、全国平均より

も高い状況にあるということでございます。

次の５ページをごらんください。

（３）の県内企業の人手不足の状況でござい

ます。今年度、商工観光労働部におきまして実

、施したアンケートの結果でございますけれども

下の表にありますとおり 「かなり不足 、それ、 」

から「やや不足 、これを合わせますと70.1％と」

いうことでございまして、人手不足の状況がや

はり顕著になっていると考えるところでござい

ます。

次の（４）の給与月額、それから初任給につ

きましては、前回の委員会でも御説明いたしま

したとおり、全国と比較して厳しい状況にある

ということでございます。

次の（５）が、県内で働くことのメリットで

ございます。本県は物価水準が全国で２番目に

低く、通勤通学時間も同様に２番目に短いとい
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う状況にございます。下のグラフは、前回の委

員会で御指摘をいただきました通勤コストのデ

ータを参考までにお示ししております。

この通勤コストは実際に支払っている金額で

はなくて、通勤によって失われた時間に時給を

乗じて求めた金額でございます。機会費用とい

う考え方でございますけれども、表にあります

とおり、通勤にかかるコストが全国で一番低い

。 、という状況でございます こういったデータも

今後、宮崎のよさとして積極的にＰＲしてまい

りたいと考えているところでございます。

次の６ページをお開きください。

これらの現状を踏まえました取り組みの方向

について御説明いたします。

産学金労官の連携のもと進めていきます産業

人財の確保に向けた取り組みといたしまして、

下の四角で囲んでおりますように、３つの柱立

てで取り組みを進めてまいりたいと考えており

ます。

本日は、項目のみをお示ししているところで

ございますけれども、最終案の段階では、この

３つの方向ごとに、より具体的な取り組みを肉

づけしていきたいと考えております。

まず、１つ目の柱が（１）の人材の育成でご

ざいます。若者の県内定着を促進していくため

には、宮崎で働くことの意識を深めることを含

めて、ライフステージ全体で切れ目のない人材

育成に取り組む必要があると考えております。

具体的には、①から③にお示ししております

ように、キャリア教育の充実、県内高等教育機

関による特色のある人材育成、それからインタ

ーンシップ等の拡大と多様化、こういった３つ

。の項目を設定して取り組むこととしております

２つ目が （２）の働く場所の魅力向上でござ、

います。若者の県内定着を図るためには、労働

環境や職場環境の整備による県内企業の魅力そ

のものを高めることが重要であると考えており

ます。このため、①の若者にとって魅力ある労

働環境の整備、②の社会人の学びの場の充実、

それから、③の女性や高齢者等の多様な人材が

働きやすい職場環境づくり、こういったものに

取り組んでまいりたいと考えております。

７ページになりますけれども、次の３つ目が

（３）の宮崎で暮らし、宮崎で働くよさの創出

とＰＲでございます。宮崎で暮らすこと、それ

から働くことのよさを創出いたしまして、それ

を積極的に発信することで、県内就職に対する

意識や価値観の向上を図りたいと考えていると

ころでございます。

具体的には、①、②は再掲でございますけれ

ども、③の若者にとって魅力ある産業づくり、

④の宮崎の魅力のＰＲ、それから、⑤の県内就

職に対する価値観の向上、⑥の就職説明会を通

じた県内企業等の魅力の発信、こういったもの

に取り組んでまいりたいと考えております。

最後に、４の取り組みの推進体制でございま

、 、 、すけれども これらの３つの方向ごとに 今後

具体的な取り組みを示しまして、産業人財育成

プラットフォームを基盤とし、産学金労官がそ

れぞれ役割に応じて連携して取り組んでまいり

たいと考えております。

取り組み指針の素案については以上でござい

ます。今後、この素案に具体の施策等を肉づけ

いたしまして、12月の常任委員会で最終案の御

報告をさせていただきたいと考えております。

若者の地元定着に向けた産業人財の育成・確

保につきましては、非常に喫緊の課題と認識し

ておりますので、３月１日からスタートいたし

ます平成30年度の採用活動に向けて、早速、取

り組み指針に定めた取り組みがスタートできま
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すよう、部長が冒頭申し上げましたように、年

内には策定を終わらせたいと考えております。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終わりました。○二見委員長

質疑はありませんか。

人材の育成の中でキャリア教育だ○緒嶋委員

けれど、これは私学もあるわけですよね、公立

と私学と。これを含めてやらんと、キャリア教

育のカリキュラム的なものの充実を図ることに

、 。はならないと思うが そこ辺はどう考えておる

基本的には、個々のカ○重黒木産業政策課長

リキュラムにつきましては、それぞれの学校に

おいて職業系教育を中心に取り組んでいただく

ことになると思っております。

我々行政といたしましては、そういったキャ

リア教育に取り組むにあたって、宮崎を意識し

た教育をやっていただきたいと。宮崎で働いて

いくということを意識したキャリア教育、例え

、 、 、ば 今 教育委員会でやっておりますけれども

キャリア教育支援センターが、市町村単位で広

げていこうとしておりますので、そういった市

町村単位で、日ごろから私学も含めまして、地

域の企業の方々が実際に小学校・中学校に出向

いて、こういった企業があるとか、宮崎でこう

いった仕事があるというのを、私学、それから

行政関係なく、一体的に進めるような取り組み

をやっていきたいと考えているところでござい

ます。

そこ辺を具体的にやらんと、かけ○緒嶋委員

声だけで、キャリア教育が充実するわけじゃな

いので。内容の充実というか、そういうものを

全体的に相当突っ込んでいかんと、本当のキャ

リア教育にはならない。言葉としてはすばらし

いけれど、実態が伴わなければ、その成果はな

かなか難しいんじゃないかと。また、１年、２

年でできることじゃなくて、そういう体系的な

ものが充実してこんと、なかなか難しいのでは

ないかと思うけれども、最終的には、そこまで

含めたものになるということかな。

この指針につきまして○重黒木産業政策課長

は、基本的な方向をお示しするものという形で

作成していきたいと思っております。

委員おっしゃるように、指針をつくった後の

、取り組みが非常に大切だと思っておりますので

その指針をどう実現させていくのかという仕組

みをつくっていきたいと考えております。

具体的には、この指針をつくった後に、教育

関係者ですとか、地域の保護者、それから産業

界、もちろん行政も入れて、人材確保に向けた

意見交換会ですとか、あるいは具体的な施策の

実現に向けた連絡会議的なものをつくって、そ

こで、１年だけではなくて、中期的あるいは長

期的に議論をしていきながら、県内全体で産業

人財を確保できるような機運を高めていきたい

と考えております。

今のところ、日向市なんかがキャ○緒嶋委員

リア教育をかなり充実させておるけれども、ほ

かの市町村はまだ全然キャリア教育そのものの

意味合いもわからん、わからんのが多いという

と失礼かもしれんけれど、そういう実態じゃな

いかと思う。全県下にそれを浸透するというこ

とは、容易ならざることだと思うんですけれど

も、そこ辺の覚悟はあるわけですね。

教育委員会と連携しな○重黒木産業政策課長

がら取り組んでいくことになると思いますけれ

ども、最初、日向市でスタートしましたキャリ

ア教育支援センターは、現在、延岡市に広がっ

て、それから小林市にも広がってきているとこ

ろでございます。できれば、これを全県下に広

げていきたいということで、教育委員会とも話
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をしたいと考えております。

できればじゃなくて、そういうふ○緒嶋委員

うにしなければ、それはどうにもならん。３カ

所だけではどうにもならんので、これは首長を

含めて、その市町村の意欲というか、体制を整

えなければ、なかなか県が笛を吹いても踊らな

いという形になるんじゃないかなと思うので。

宮崎県の将来を考えた場合には、絶対キャリア

教育は重要なことなので、本当にそれが、実が

上がるように、やはり相当覚悟を決めてやらん

とどうにもならんと思うんだけれど、部長、そ

こあたりはどうかな。

緒嶋委員のおっしゃると○日隈総合政策部長

おり、各学校とも、特に高等学校、全てが就職

するわけじゃありませんけれども、先ほど資料

にありましたが、仮に進学しても、高等教育機

関として、宮崎大学から専修学校まで含めまし

て、その後、宮崎に残る基本的なところは高校

生かと思いますので、やはり北から南まで、全

ての高校でこのキャリア教育にしっかり取り組

。んでいただかないといけないのかなと思います

これから、人口減少を迎える中で、何とか宮

、 、 、崎県 80万人はキープしたいという方針で 今

進めておりますので、何としても若い人が残ら

ないと、この人口減少はなかなか食いとめるこ

とができないと認識しておりますので、教育委

員会とはしっかり連携して、この取り組みを強

化していきたいと考えております。

関連なんですけれども、高等学校○松村委員

の就職を希望する皆さんに対するキャリア教育

と考えていいんですよね。例えば、進学をする

人たちにもキャリア教育というのを高等学校で

は進めていくんですか。

いわゆる普通科の高校○重黒木産業政策課長

も含めて、キャリア教育を進めていこうと考え

ております。

、 、 、教育委員会でも 現在 普通科生に対しても

短期ですけれども 地元企業へのインターンシッ、

プ的な取り組みも進めているところでございま

す。いずれにしても、１回進学されても、その

後、宮崎に戻ってきて宮崎で働いていくと、そ

ういう意識づけというか、宮崎で働くことの価

値を高校の段階からしっかりと意識していける

ような取り組みをしたいと考えています。

子供の立場になってくると、たく○松村委員

さんのチャンスと将来をつかみたいというとき

に、例えば、最高の就職口あるいは最高の大学

だったり、研究機関というところを目指す、宮

崎県から大志を抱く子供たちを教育することは

大事であって、今からはグローバルな時代だか

ら、子供たちに世界を目指せと。とにかく、優

秀な子供をつくっていくのも大事なことだと思

うんだけれど。その子たちが海外とか、大都会

で活躍するように、育てるのも教育じゃないか

と思っています。それから、宮崎にキャリアを

積んでＵターンして、そして宮崎の人材になっ

ていただく。そのスキームが、Ｉターン、Ｕタ

ーンとかありますけれども、その子たちをしっ

かりフォローしたり、今、アメリカの何々大学

に行っているとか、人材がどこに行っているか

もしっかり把握して、いずれ帰ってくる宮崎の

受け皿をつくっていくというところあたりが、

、 。ちょっと もう一つ抜けているんじゃないかと

やっぱり宮崎に優秀な人材が帰ってくる受け皿

としていい企業とか、いい研究所じゃないけれ

ど、活躍できる場をつくって。

一方で、宮崎にたくさん、若い人に残ってほ

しいけれど、夢や才能とかもいっぱいある子も

いるんで、片一方で宮崎ファーストと言い過ぎ

たら保守的になり過ぎて、どこかじゃないけれ
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ど、そのあたりの人材確保というのがちょっと

抜けているんじゃないかと感じるんですよね。

確かに、80万人残すためには、若いうちから

、しっかり囲い込んどかないといけないけれども

なかなか宮崎県は伸びないのかなという気がし

て。何よりも大事なのは、子供たちに宮崎を選

択してもらうことを重視するのがちょっと薄い

のかなと。

大変重要な御指摘をい○重黒木産業政策課長

ただいたと思っております。

確かに、若者が宮崎に将来の希望を託せる、

宮崎がそういう地域になるということが非常に

大切なことだと考えております。

今回は、産業人財の育成・確保の指針という

ことでございますけれども、前提としては、産

業政策全般で県内産業を活性化していって、魅

力ある産業をしっかりつくっていく。宮崎にい

ても世界で挑戦できるような企業があるんだと

か、狭い分野なんだけれども、トップの企業に

なれるようなところがあるんだとか、そういっ

た企業をしっかり育てていきたいと それをしっ。

かりと高校生あるいは小学生のときから、宮崎

にもこんな企業があるんだというのを知った上

で、御自分たちの進路を選択できるような体系

。的な取り組みをしていきたいと考えております

数字的で申しわけないんですけれ○松村委員

ど、給料、初任給の状況を見ると、給与とかそ

ういう待遇面は、やっぱりもうかる会社がたく

さんないと、そういう手当はできないわけで、

東京あるいは全国平均からも宮崎の企業は、残

念ながら、応え切れないぐらいのレベル。給料

を上げるのが先か、あるいは人々に来てもらっ

て会社をもうけさせて、給料を上げていくのが

先かとかいうのもありますが、現状は、若い人

たちの立場に立っていくシステムは、給料には

反映していないけれども、生活環境の中でお金

はかかりませんよとは言っているけれど。条件

面というと、給与面が代表されるが、そのほか

福利厚生的なことも含めて、会社をしっかり育

てていくことが大事なのかなと。

これの平均なんていうのは 多分 10年前 20、 、 、

、 。年前と比較して この差は一切縮まっていない

これから10年後、20年後、どうやって縮めてい

きますとかいう具体的な方針を出すことで、こ

の宮崎にも大きなチャンスがあると若い人に感

じていただくと、大きな指針になるんじゃない

かと思うんです。給与体系をどうやって縮めて

いくかとかいう目標とか、数値の上で出してい

くとか、そういうことは考えられないですか。

今、指針の中では、資○重黒木産業政策課長

料の６ページにございますけれども （２）の働、

く場所の魅力の向上の①の労働環境の整備とい

うところで、給与水準を含めて県内企業が労働

環境を整えていけるようにしていきましょうと

いうことをうたおうと思っております。

それとあわせて （３）のところで、若者に魅、

力ある産業づくりとか、宮崎の魅力、暮らしや

すさ、こういったＰＲをセットで進めていきた

いと思っております。

御質問の初任給あるいは給与水準を、具体的

に、幾らの水準まで上げていくのかを、正直言

いまして、数字でお示しするのはなかなか難し

いなと考えております。

基本的には、要請活動というか、企業に対し

て毎年毎年、全国と比較して、あるいは東京、

関東と比較してこれぐらいの差がありますよと

いうことをお話ししながら、給与水準、労働環

境あるいは暮らしやすさ、育ちやすさ、それを

しっかりとＰＲできるような場を毎年設定して

いきたいと思っております。
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一方で、例えば、社会福祉法人とかになりま

すと、現在、社会福祉法人改革の中で、職員の

処遇改善を進めていきましょうというのが国の

動きとしてございます。そういった特定の分野

につきましては、ある程度、具体的な取り組み

ができるところもあると思いますけれども、全

般的には、やはり企業に対する要請をしっかり

できるような場をつくっていくということが、

一番の取り組みの中心になるのかなと考えてお

ります。

一緒の質問ですが、具体的にはど○中野委員

うかということをお聞きしたいんですが、この

取り組みの方向の、働く場所の魅力向上、労働

環境の整備ということで、端的には初任給を改

善、充実して、魅力ある労働環境を整備するこ

とで県内就職率を高めるということですが、非

常にいいことが書いてあるんですよね。ただ、

相手は企業、団体でしょう。

すばらしいうたい文句が書いてあるけれど、

県が出すことですから、県が具体的にはどうい

うことをする、県が言えば、会社が給料を上げ

てくれるのか、その辺のことが、できなければ

書く必要はないし、それを、できる自信がある

から書かれたと思うんですよね。その辺の具体

的なことをどうされるかということをきちんと

してほしいなと思うんですが。

初任給を上げるとか、福利厚生を改善すると

かは、改善されていないから、安いから引き上

げたいということでしょう。そうしないと、高

校生が県内にはとどまらないよと、就職してく

れないよということだから。さっきも鶏と卵の

ようなことを言われたけれども、入って、努力

をして、もうかって、そして自分たちのもらえ

る分をふやすのか、上げとけば、働いて、そし

てまた効果が出るということか、それはどっち

かということでしょうが、今までは優秀な人材

が残らない、入らないということだから、その

辺のことを具体的にどうするかということの裏

づけがないと、この文言は画餅に帰すなと。

具体的に企業、団体に給料を上げてください

ということを言おうとしているのかをお聞きし

ておきたいと思います。

、○重黒木産業政策課長 指針を策定する段階で

まずこういった労働環境の整備を盛り込んだ指

針をつくるということにつきましては、人財育

成プラットフォームの構成団体であります産業

界ですとか、金融界ですとか、そういったとこ

ろにきちんと説明して 産学金労官が一体となっ、

た指針ということで位置づけていきたいと考え

ております。

それで、具体的にどうしていくのかというこ

とでございますけれども、全体でつくった指針

という位置づけのもとに、具体的には、実務者

レベルで構成していきます、採用対策会議みた

、 、いなものを設置いたしまして そこで粘り強く

できれば地域ごとに各産業界の方々に人材確保

の状況を御説明するとともに、労働環境整備の

。必要性を要請してまいりたいと考えております

もちろん、すぐすぐ、それで各企業が給料を

上げるということにもならないでしょうから、

その要請をする裏側には、当然、県として、行

政として、給料を上げる環境になるような産業

政策、産業の活性化ですね、こういったものも

人材の育成・確保を要請することとセットに

なって、こういう産業政策、産業振興施策を展

開していきますというのを御説明しながら、御

理解を求めていきたいなと考えております。

いわゆる宮崎県内で働けば、わざ○中野委員

わざ外に出らんでも、ある程度の給料がもらえ

るよという環境づくりですよね。そのことを具
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体的に進めてほしいと思うんです。これは、生

半可なことではだめだと思うんですよね。

例えば、最低賃金、ことしは737円になったの

かな、一応、基準では、22円上げるところを、

プラス１円上げて、これは国が管轄する話だけ

れども、上げてやった。それをプラス１円しな

かったら、宮崎県は全国で１県だけ最低になっ

ていた可能性があったんですよね。

昨年は、鳥取とか高知が上げて、５県あった

のから脱落して残り３県になったのかな、それ

で、今度は、１円プラスした。どっかが残った

かなと思っていたら、沖縄県もやはりプラス１

円をした。それで、そういう環境づくりは都道

府県ですべきだという話を聞いて、私も何回か

こういう場で言ってきたんですが、そういう環

境づくりを一生懸命やったんだけれども、九州

一円、沖縄を含めて横並びの数字ですよね。そ

れでは、私は、本当にこの初任給を含めて、賃

金が高い宮崎県だということにはならんと思う

んですよね。どこからか、全然宮崎県は違うよ

という数字を出さないと、宮崎県ぐらいのレベ

、 、ルで宮崎よりも最低賃金の高い県が 東北とか

四国とかありますからね。私は、その辺のこと

を本腰を入れてやらないと、幾らでも、どんど

ん最低賃金が上がった幅だけを見たら、東京は

、 、高いのに やっぱり上げた額は高いわけだから

。 、その差は開いているんですよ この最低賃金も

あるいは初任給のことも含めて、県のリーダー

シップで、どうしてもそういうことに取り組ん

でほしいなと。

普通の企業、私は地元ばっかりですが、最低

賃金が上がれば、経営者は大変だが云々と言っ

たら、いや、それどころじゃないと、人が来ん

から上げざるを得んということを言っています

から、自信を持って取り組んでほしいと思いま

す。これは要望にしておきます。

中野委員のおっしゃると○日隈総合政策部長

おり、相当な覚悟を持って取り組んでいかなく

ちゃいけないんだろうと思います。

先ほど資料で、例えば、５ページにありまし

たが、初任給というのが（４）のところにあり

ます。給料全体を上げると、なかなか企業の体

力もありますので、ただ、若い高校生あるいは

大学生、専門学校生が就職するとき、やっぱり

初任給が全国平均を下回っているという状況で

は、幾ら物価が安くても、環境がよくても、そ

の評価を上回る評価をいただくのは、なかなか

どうかなというところもあります。ですから、

産業界に対しては、この全国平均の、大卒だっ

たら20万3,400円、高卒だったら16万1,300円を

何とかお願いしたいということを要請していき

たいと考えております。

また、もう一つ、３ページを見ていただきま

すと、先ほど産業政策課長が申し上げたんです

が、就職先の就業者人口を見てみますと、医療

福祉系の棒グラフだけが伸びてきております。

この医療界あるいは介護関係の社会福祉法人と

、 、 、の関係については 現在 社会福祉法人改革等

内部留保金が随分たまっているということで、

県も力を入れて指導をしてきております。

また、介護保険の関係でも、給与の加算等を

しっかりとってくださいということで指導も強

化しておりますので、あわせてこの分野も、就

業人口、かなり今後もふえてきますので、取り

組んでいきたいと考えております。

ちなみに この初任給 高校生 46○中野委員 、 、 、

位ですよね。47位はどこの県ですか。

沖縄県でございます。○重黒木産業政策課長

高校、大学ともに沖縄県でございます。

ナンバープレートのことでお聞き○中野委員
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しますが、この４つの案で、今、アンケート中

ということでしたが、このアンケートで一番多

いのを単純に決めるということですか。

今、４つの案でアンケー○松浦総合政策課長

トをとっておりますが、これは最終的に決定し

ていく上での参考ということで、位置づけをし

たいと思っております。

市町村の同意等も必要になってまいりますの

で、最終的には、そういう中での決定をしてい

く、その参考としてこのアンケートをやってい

るということで御理解をいただければと思いま

す。

せっかくアンケートをするのに、○中野委員

単なる参考では、いかがなもんかな。どれも甲

乙つけがたいということでこういう案をつくら

れたと思うんですよね。あとは、アンケートで

人気のあったものを選ぶのが一番いいと思いま

すが、有無を言わさずに。

数字的にかなり拮抗して○松浦総合政策課長

いるような場合とかもありますので、少なくと

も、人気がなかったところは選択肢から外すと

か、かなり拮抗しているような場合は、どれに

しましょうかというようなところで、やっぱり

協議して決定していく必要があるんではないか

、 。という意味で 参考と言わせていただきました

どっか１つは人気がなくて、３つ○中野委員

は拮抗しているというふうに聞こえましたが、

わかりました。

人材不足というのが言われてい○前屋敷委員

て、５ページにも示してありますが 「かなり不、

足 「やや不足」という企業が７割もあるとい」、

う点で、やはり一定の人材がそろえば、企業そ

。のものも活性化していくだろうと思うんですよ

それで、ここで求人をかなりかけておられるん

だろうと思うんですけれど、なかなかそれに応

募がないという結果ですよね。

一方、３年以内の離職率、高卒、大卒、ずっ

と減っては来ているんですけれど せっかく入っ、

た会社を３年以内にやめる状況は依然としてあ

るということで、こういうところの方々に理由

などのアンケート調査などを恐らく商工あたり

ではされておられるのかと思うんですけれど。

せっかく希望して入った会社をやめていくとい

う残念な状況を、克服していくことが必要なこ

とじゃないかな。それと自分の目指す企業に入

りたいというところも含めて、今、賃金の問題

もありましたけれども、やはり自分の能力を生

かせる職場を探すことも大事なことだし、なぜ

やめたかというところあたりも、ぜひ追求して

ほしいなと思うんですけれど、その辺どんなで

しょうか。

離職の理由でございま○重黒木産業政策課長

すけれども、宮崎労働局で調査したデータがご

ざいまして、一番高いのが、やはり実際に働い

てみると仕事の内容が自分に合わなかったとい

うところを回答している方がもう飛び抜けて多

い状況になっています。これは入る前からイメ

ージした仕事と違うということですので、対策

としては、まずはしっかりとインターンシップ

に取り組んでいただくと、それは企業もそうで

すし、学生さんもそうだと思います。

それと中学生、高校生の段階から県内企業に

こういったところがあって、こういった仕事を

しているんだという、日ごろから県内企業の情

報をしっかり知ってもらうというところかなと

思っております。いずれにしても、人材確保の

対策の中で、当然、新卒者の県内就職率を上げ

るということも取り組みの一つなんですけれど

も、もう一つの柱がこの離職率を低くしていく

ということも重要な取り組みになるんじゃない
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かなと思っておりますので、そういった面も踏

まえて、今後、対策を考えていきたいと考えて

おります。

離職率の一つの要因で、自分に○前屋敷委員

合わない仕事だということも言われているんで

すけれど、やはり自分の能力や希望が生かせる

職場を確保することも大事なことで、一度県外

に出てしまうと、Ｕターンを望んでもなかなか

やっぱり帰って来れないんですよね、企業その

、 。 、ものが 仕事がないということもあって 家族

親としては、帰ってほしいと願いながらも、県

外の生活が定着してしまうとなかなか地元に戻

れないということもあったりしますので、その

辺の環境を整える点でも、ぜひ努力もお願いし

たいと思います。

、○重黒木産業政策課長 御指摘の点も踏まえて

指針の中にも施策を盛り込みまして、みんなで

。連携して取り組んでいきたいと考えております

４ページの県内就職率が55.8とい○ 原委員

うことで、努力の成果かどうか知りませんが、

伸びています。54という数字がずっと議論の数

字になっていましたから。その中で、県内に就

職を希望する卒業生で、条件が合わないから、

県外に就職せざるを得ないという人が何割いる

のかという、ここのところの見きわめというの

はできていないかどうか。その子供たちは、宮

崎県で働きたいと思っているわけですから、い

。 、い職場があれば残れるわけですよね ところが

ないので出ていかざるを得ない。ここをまずど

うにかできないか。

さっき、松村委員からもありましたけれど、

大きな志を持って都会に、あるいは国外に出て

行こうという人たちは、それはそれで大いに羽

ばたいていただければいいことだし、将来はま

たＵターンで帰ってきていただいて、スキルを

身につけた人たちがまたここで頑張ってくれる

と、その人の能力とともに、宮崎県のレベルが

上がるということですから、それはそれでいい

ことなんだけれど。残りたいけれども、残れな

い人たちがどれぐらいいるのか。まず、ここに

スポットを当てて、この人たちを残すことから

やっていくと、非常に効果的ではないかなと思

うんだけれど、ここのところの見きわめはでき

ていませんかね。

県内就職希望をしなが○重黒木産業政策課長

ら、県内に就職できなかったということだと思

いますけれども、そういった数字を具体的に把

握したデータというのは、今持ち合わせていな

いところでございます。

おっしゃるとおり、そういったところもしっ

かり調べていく必要があるんだろうなとは思っ

ておりますけれども。参考までに、これは労働

局がとったアンケート調査があるんですけれど

も、県外で働きたいと思う理由で、一番割合が

多いのが 「県外企業のほうが働きがいがあると、

思ったから」という回答がございます。裏を返

せば、県内企業は働きがいのあるような企業が

少ないと思われたんだなというのもございます

ので、そういったところの対策をしっかり講じ

る。県内企業でも自己実現ができる、働きがい

がある、こういった企業があるんだというとこ

ろをしっかりとお知らせする取り組みが、まず

は重要なんじゃないかなと思っているところで

ございます。

それと、３年以内の離職率が高い○ 原委員

ですよね。だから、その離職した人たちのその

後の再就職先はどこになっているのか、帰って

きているのか、そのまま都会で定着しているの

か。ここもある意味ですよ、この３年である程

度、まあ、憧れて行ったけれども、自分が思う
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ほどのことはなかったという人たちで、Ｕター

ンで帰ってくる可能性は高いわけですよね。な

かなか見きわめは、難しいんでしょうけれど、

今、学校も非常に乗り気になっているので、あ

との追跡とか、その辺を結構、今、データとし

てとっているんじゃないかと思うんですよ。あ

るいは同窓会との連携ですよね。同窓会組織を

利用してのアンケートとか、あるんじゃないか

と思うんだけれど、どうですかね。

おっしゃるとおりでご○重黒木産業政策課長

ざいまして、離職率、非常に高い状況にありま

す。これを下げていくのが一つの目標なんです

けれども、４割ぐらいの方が離職しております

ので、離職した方が、次に、どういったところ

に移っていくのかというところですね、ここの

データが、正直、今、行政ではちょっとなかな

か把握しづらいというところがございまして、

きちんとしたデータがとれていないところでご

ざいます。

一方で、県外で離職した方が宮崎にきちんと

帰ってこれるようにという意味では、今ちょっ

とやり始めていますのが 委員から御指摘のあっ、

たように、高校卒業段階である程度、御本人さ

んの連絡先を聞くなりしていって、定期的に情

報を出していくと、あるいは同窓会組織を利用

して、宮崎に帰ってくるならこういうところが

あるよという情報を広げていくとか、そういっ

たことももっと広げていきながらやっていける

ように、今、労働サイドあるいは教育委員会サ

イドともお話をしているところでございます。

これは、ある学校の校長先生の話○ 原委員

を聞いたときの内容なんですけれど、その先生

。 、が同窓会に出席されての話です 学校としては

就職したずっと後もちゃんとフォローします。

例えば、帰ってきたい人とか、そういう人は学

校に御連絡をいただければ、就職先なりの相談

に乗りますと。そういったことをおっしゃった

人もいらっしゃって、そこまでやっていただく

と、非常にいいのかなと思ったので、そういう

意味では、緒嶋委員からもありましたけれど、

公立だけではなくて私学も含めて、そのあたり

の体制をうまく宮崎県としてできると。いわゆ

る離職した人のＵターンを手助けできる、やっ

ぱり行政はどうしても限界があると思うんです

よね、施策の世界ですから、政策をどう打つか

という世界が行政ですから、そのあたりの連携

をうまくやっていくといいんではないかなと考

えましたが、どうですか。教育委員会との連携

あるいは私学の会との連携。

おっしゃるとおりだと○重黒木産業政策課長

思います。

教育委員会との連携も含めて、公立高校につ

きましては、今からしっかり取り組んでいきた

いと思っています。

一方で、実は、同窓会組織については、私学

のほうが強いというふうなお話もいただいてお

るところでございますので、私学ともどういっ

た連携ができるのかをちょっと今後、考えてい

きたいと思っています。

ちなみに、大学のほうですけれど、宮崎大学

では、工学部で最近、同窓会組織が非常に機能

し始めておりまして 同窓会に熱心な方がいらっ、

しゃって、卒業の段階でしっかりと連絡先をつ

かんで、それで定期的に宮崎の情報を発信して

いるというお話も聞きますので、そういった事

、 、例も参考にしながら 同窓会組織等を活用した

県外に行った方々との継続的なつながりを保て

。るような仕組みを考えてまいりたいと思います

そのとおりだと思うんですよ。○ 原委員

、 、 、例えば 宮崎県人会というのがあって 結構
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今、県が力を入れてやっていらっしゃるじゃな

いですか。そこからの情報。だから、この同窓

会についても、学校の同窓会としっかり連携を

とって、同窓会しか持たない情報、人的ネット

ワークはあるわけですよね。だから、その辺の

いろんなＵターン情報だったりとか、就職先の

こともありますけれど、やっていくといい効果

が出る可能性はあるなと私は思っていて、その

あたりもぜひ模索していただくといいがなと

思っています。

それと、話、変わります。さっきのこの３ペ

ージの就業者数の推移ですけれど、医療福祉が

伸びているのはわかりますが、日本全体の社会

。 、 、の風潮ですから あと 情報通信産業ですよね

これもわずかな数ながら、トレンドとしては伸

びる方向に行くわけで、恐らく、これからも行

くだろうなということがあるので、今、成長産

業で力を入れておられるようですけれども、や

はり若者が定着していくためには成長産業、こ

こに力を入れていく必要もかなりあるんだろう

なと思います。

先ほど松村委員や中野委員からもありました

が、企業が給料を上げるのが先か、いい人材を

、集めるのが先かということがありましたけれど

要するに、企業は人なり。いい人材が集まって

初めて企業が伸びていくわけで、そういう意味

では、いい人材が集まらないと企業は伸びてい

かない、それで給料も伸びないという相関関係

にあると思いますので、成長産業をどんどん育

てながら、そこにいい人材を集め、そして給料

の水準が上がっていくという好循環ができるよ

うになるといいんでしょうけれど。

、 、統計調査課長の顔が見えていますが この前

工業統計にかわる、産業統計が出ましたですよ

。 、 、ね これまでの政策の効果があって 食品産業

いわゆる６次産業化と言われていますけれど、

付加価値率、生産性の向上が一番高かった。宮

崎県全体としても、確かに伸びたけれども、都

会の付加価値額、生産性の向上率を見ると、残

念ながら、あちらがさらに伸びていってしまっ

て、差はさらに開いているという統計を見まし

たので、何とかその差を縮める努力を、みんな

で頑張っていかないといけないんだろうなと

思ったところでした。

。○重黒木産業政策課長 ありがとうございます

人材を確保していくためには、先ほどから、お

話が出ていますように、県内産業の魅力の向上

というところでございます。そういう意味で、

今一番、力を入れていますのが、委員御指摘の

とおり、成長産業の育成でございまして、ＩＣ

Ｔ産業につきましても、昨年度から、地域産業

雇用創造プロジェクトを立ち上げ、成長産業の

、 、 、一つに加えまして 今 積極的に育成というか

支援をしているところでございます。

特に、情報通信産業は一定程度の求人もござ

いますし、給与面でも他の産業に比べるとやや

高いというのがございます。地理的なハンデも

感じさせない業種ですので、今後、積極的に育

成をしていきたいと思っています。

それから、付加価値を高めることにつきまし

ても、特にフードビジネスということで、これ

までずっとやってきておりますけれども、いか

に、県内産業の付加価値を高めていくかという

ところでございます。

御指摘のように、統計上では、なかなか厳し

い状況もございますけれども、これも、今後、

さらに付加価値を高めるということを念頭に、

産業の育成をやっていきたいと思っております

ので、引き続き、いろんな面で検討していきた

いと思います。



- 15 -

平成29年11月６日(月)

離職率が全国、非常に高いという○中野委員

ことで、このグラフにもあるんですが、その離

職する会社とか団体ですよね。産業別とか、そ

れはきちんと把握されているわけですか。

産業別の離職率でござ○重黒木産業政策課長

いますけれども、例えば、一番高いのが、大卒

者で見ますと、農林水産業ということでござい

ます。そこが、一応74％ほどが３年以内の離職

率になっているところでございます。

続いて高いのが、いわゆるサービス業系とい

うものですとか、あるいは卸小売業的なものが

５割を超えてきているというところでございま

、 、すので こういった産業別のデータも見ながら

どういった対策が講じられるのか、関係部局と

も話をしていきたいと思います。

そういう団体とか、産業別とか、○中野委員

、 、あるいは 時には企業別もあると思うんですが

農業関係が非常に高いということで、例えば、

、 、農協団体の中央会とか 農業会議とかに対して

ここは非常に高いよとか、そういう説明とかは

されているんですかね。

今の段階では そういっ○重黒木産業政策課長 、

た産業別の状況を細かに、各産業界の方々にお

話しする機会は、恐らく設けていないんじゃな

いかなと思っております。

御指摘いただきましたように、この指針につ

きましては、産業人財育成プラットフォームの

中でいろいろ協議して、一緒に情報を共有して

いきたいと思っております。そのプラットフォ

ームの中には、中央会とかも含めて各産業の団

体の代表の方が入っていますので、そこで、そ

ういった状況をおつなぎしていきたいと思いま

す。

やはり離職するということは、や○中野委員

める若者にもいろいろ理由があるかもしれませ

んが、会社側というか、雇用する側にも大きな

問題が、欠陥があると思うんですよね。その辺

、のことをやっぱり自分たちで一生懸命指摘して

改善していかないと、この構図はずっと変わら

ないと思うんですよね。ぜひ、その辺のことも

きちんと指導して、産業別にどういう改善をし

たらいいかということも含めて、いろいろやっ

、 。てほしいと思いますので お願いしておきます

この情報通信というのが、将来、○緒嶋委員

ずっと伸びるだろうと思っているんですが、日

南がかなり出て、今度は西都にも進出というの

をちょっと聞いたんですけれど。県下バランス

よく、こういうのはインターネットとかで、交

通の利便性はそう関係がなくてできるわけです

よね。

、 、将来80万人に人口がなるという中で 宮崎市

都城、延岡の都市だけ残って、中山間地は人は

誰もいないというような宮崎県の80万じゃいか

んと思う。バランスよく、人が住んでおるよう

、 、な宮崎県をつくらなければ 一極集中で残って

ほかのところは残っていないのは、国土を保全

するという意味でもそれはおかしなことであっ

て。中山間地には、企業がほとんど張りつかん

から人口も減るわけですよね。

農林業だけでは、もう10年前から19％も人口

が減ると、建設業でも10年間で23％減ってきて

いるわけです。そういうことを考えた場合の県

下全体の均衡ある発展というのを、皆さん言わ

れるわけだが、アンバランスの発展をしておる

から、宮崎県に課題があるわけで、中山間地に

どう企業を張りつけて、そこで生活する基盤を

つくってやるかと、これが一番先の重点施策で

なきゃいかんと私は思っている。

そういう政策を打ち出さなければ、Ｕターン

も当然必要だけれど、そこに張りつく体制をい
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かにつくっていくかと、そういう基本的な政策

を打ち出していかんと、日本全体に言えること

ではありますが、将来宮崎県は本当にアンバラ

ンスな地域になるんじゃないかと。それをいか

に、そういう意味で県の重点施策に持っていく

かと、そういうことを当然中心に考えるべきだ

と思うわけです。そのあたりの視点は、ちょっ

と弱いと思う。中山間地の維持・活性化と書い

てあるけれども、そのあたりはどうですかね。

重点施策についての御指○松浦総合政策課長

摘をいただいたところでございます。

委員おっしゃるようなところは、非常に重要

な視点だと思っておりますし、今回掲げており

ます３つの柱立てが、どれが順位が上というこ

とでは全然ないと思っております。全て関連を

している中で、やはり宮崎県をどう維持してい

くのか、こういう視点を持っておかないといけ

ないというところは、まさに御指摘のとおりだ

と思っております。

私どもとしましても、県だけでこれが全てで

きるというわけでもありませんし、特に、その

パートナーとして市町村とか、思いを共有して

一緒に取り組んでいただきたいというところも

あるもんですから、昨年度から、各ブロックご

とに市町村と課題を話し合い、できれば人口減

をとめるための方策について、一緒にやってい

けるものがないんだろうかと、やっていくべき

ものがあるんじゃないかということで議論を、

今、進めている段階でございます。

まだ、その成案として形づくられているわけ

ではないんですけれども、基本的な思いとして

はそれぞれ持っていただいていると思っており

ます。委員御指摘のように、宮崎市と、それか

ら椎葉村とか、高千穂町とか、それぞれの市町

村によって状況が全く違いますので、そういっ

た市町村それぞれの状況に応じた考え方を持っ

ておく必要があると思っておりますので、そう

いった考え方も含めて整理をしながら、次にど

ういうふうな手を打っていくかということを考

。 、えていきたい そういう上での重点施策として

言葉ではなかなか表現できておりませんけれど

も、そういう思いで、今、つくっているという

ことで御理解いただければと思っております。

人口の自然減は仕方がないと思っ○緒嶋委員

ているんですね。亡くなる人が出生数よりも多

いということは。そこで、社会減をいかに少な

くするかということが大事になる。日之影町

は、28年度はプラスになったわけです、減でな

く増に そういう政策をやっぱりとることによっ。

て、県土の均衡ある地域維持ができると思う。

フォーラムでいろいろ市町村の課題が県政に

生かされて、その地域の課題解決につながらな

ければ、フォーラムを何回、毎月やっても何の

ためにやっているかわからん。答えの出るよう

なフォーラムにしなければ、私は意味がないと

思う。

そのあたりを、首長さんは深刻に考えておら

れるので、その課題解決のために県は何ができ

るか、そのことで県土の均衡ある発展をどうつ

くっていくかという、大きな視点を持って、い

ろいろな県民との触れ合いの場に生かすと。我

、々の意見も聞いていただかないといかんけれど

市町村の意見を尊重して、県政を運営する、や

はりシステムを充実していくことが私は絶対必

要だと思っている。回数をふやすけれど、答え

が返ってこないというのを、私は、首長さんた

ちから聞くわけです。

やることはいいけれど、答えが響き帰ってく

るようなものを。それは全てが答えにならんに

しても、15あれば５ぐらいは何とか対応ができ

平成29年11月６日(月)
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たというように、市町村の首長さんたちが思う

ようなフォーラムに、ぜひすべきだと。そうい

うことも含めて、重点施策を当然考えてほしい

ということを強く要望しておきます。

御指摘ありがとうござい○松浦総合政策課長

ます。今、お話に、最初にありましたように、

日之影町ともこの前、お話をしてまいりました

けれども、新規住宅をつくって、職場は延岡市

だけれども 住むのは日之影という考え方でやっ、

てみて、意外に効果が高いということを伺って

おります。おっしゃったように、昨年度は社会

減ではなくてプラスだったというお話がありま

す。あわせて、出生数もちょっとふえたという

ようなこともあるようでございまして、各市町

村単独でやっていることがもうちょっとこう膨

らませてできないかとか、そこに県がどんなか

かわり方ができるのかというようなことも一緒

に考えましょうと、今、話をしているところで

ございます。

それぞれ単独でやっていくということではな

くて、それぞれにやれる役割があります。そう

いったことを意識しながら、施策の構築をしっ

かりやってまいりたいと思っておりますので、

御理解いただければと思います。

。 、○二見委員長 ほかはよろしいですか その他

何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上をもって、総合政策○二見委員長

部を終了いたします。執行部の皆様、お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午前11時７分休憩

午前11時10分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

それでは、報告事項の説明を求めます。

総務部でございます。よろし○桑山総務部長

くお願いいたします。

説明に入ります前に、まずお礼を申し上げた

いと思います。

先週の11月３日に国土交通省、宮崎県及び宮

崎市が主催して実施いたしました、大規模津波

防災総合訓練につきましては、宮崎港や宮崎市

郡医師会病院など、宮崎市とその周辺におきま

して、県内外の145の防災関係機関、約3,000名

の方々に参加をいただきまして、無事終えるこ

とができました。議長初め、御視察をいただき

ました委員の皆様方には、御多忙にもかかわら

ず、まことにありがとうございました。

それでは、本日の説明事項でございますが、

お手元に配付しております総務政策常任委員会

資料をごらんいただきたいと思います。

目次にございますとおり、本日は平成30年度

当初予算編成方針についてと、新燃岳の噴火活

動に伴う被災及び対応状況についての２件、さ

らに、本日、追加で資料を配付させていただい

ておりますが、先月末の、本県に大きな被害を

もたらしました、平成29年台風第22号による被

害状況についても、あわせて報告をさせていた

だきます。

詳細につきましては、関係課長、危機管理局

長から御説明申し上げますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

私からは以上でございます。

委員会資料の１ページをごら○川畑財政課長

んいただきたいと思います。

平成30年度の予算編成方針を定めました本編

は別冊として配付をしておりますが、常任委員

会資料で、そのポイントについて御説明をいた

します。
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まず、１、基本方針でございます。平成30年

度の基本方針としまして、昨年度と同様 （１）、

平成30年度重点施策の推進 （２）役割分担等を、

踏まえた施策の推進 （３）不断の取り組みとし、

ての財政改革の実行の３つを掲げております。

１つ目の重点施策の推進でありますが、３ペ

ージに詳細を記載しております。さきに総合政

策部から御説明いたしましたとおり、ここに掲

げた３つを重点施策とし 「みやざきの更なる飛、

躍と新たな挑戦」をテーマに取り組むこととし

ております。

１ページにお戻りいただきたいと思います。

基本方針の２つ目が、役割分担等を踏まえた

施策の推進であります。全ての施策について、

役割分担のあり方を検証するとともに、さまざ

まな協働にも取り組み、県民の総力により施策

の推進を図ることにしております。

３つ目が不断の取り組みとしての財政改革の

実行であります。本県の財政状況につきまして

は、これまでの財政改革の取り組みにより、県

債残高の減少など、一定程度改善が図られてい

るところですが、今後、多額の財政負担が見込

まれており、厳しい状況が続くものと考えてお

ります。そのような中にあっても、本県の抱え

るさまざまな課題に的確に対応し、将来を見据

えた施策を推進していくためには、限りある財

源を、いかに効果的に活用するかが重要であり

ますので、財政改革の取り組みを特別なものと

してではなく、不断の取り組みとして着実に実

行していくこととしております。

次に、２の予算要求限度額についてでありま

す。各事業区分における要求限度額は昨年度と

変更してございません。

なお、公共事業などは、最終的には国の予算

編成の動向を見きわめながら対応していくこと

としております。

また、その他の経費につきましては、対前年

度比90％のシーリングとしておりますが、この

シーリングにより各部局において捻出された財

源を活用して、新規・改善事業を構築していく

こととしております。

次に、２ページをごらんいただきたいと思い

ます。

３、県営電気事業みやざき創生基金の活用に

ついてであります。平成28年度当初予算におい

て設置しました県営電気事業みやざき創生基金

を活用した特別枠を平成30年度も設けており、

地方創生の取り組みなどを事業化していきたい

と考えております。

なお、この特別枠の規模につきましては、今

後、予算編成の過程において検討してまいりま

す。

４、留意事項等及び、下の５、今後の日程に

ついては説明を省略させていただきますので、

後ほどごらんいただきたいと思います。

次に、資料の４ページをお開きください。

今後の財政状況について、今般、国体関連主

要３施設の整備方針が９月議会において定まり

ましたので、今回は、大型施設の整備に係る本

県財政運営への影響について、限定した形で御

説明をさせていただきたいと思います。

まず、上の表１、大型施設整備に係る事業費

及び後年度負担のところをごらんいただきたい

と思います。

この表は、今後の施設整備のうち、現段階で

明らかになっている防災拠点庁舎、国体関連主

要３施設及び総合運動公園津波対策、そして、

県立宮崎病院の改築に伴う一般会計の負担分に

ついて、年度ごとの事業費及び財源内訳を示し

たものです。
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なお、試算における条件は下の表に示してい

るとおりです。

国体関連主要３施設及び県総合運動公園津波

対策につきましては、施設の整備地を決定する

に当たっての概算費用でございまして、現段階

で見込めていない測量設計費や造成費、周辺整

備費、主要３施設以外の施設の維持補修費等は

含んでおりません。

、 、（ ）上から順に説明しますと 防災拠点庁舎 Ａ

と書いてありますが と国体関連主要３施設─

及び総合運動公園津波対策 （Ｂ）とその合計、、

Ａ足すＢの欄があり、網かけしております一般

財源①の欄が、これらの建設時に必要な一般財

源の額で、合計で136億円でございます。

その下が、これらの整備に係る県債の償還に

必要な公債費を示しており、網かけした一般財

源②の欄が各年度に必要な一般財源額で、合計

で459億円となります。その下の欄が、県立宮崎

病院建設に伴い、病院局が借り入れを行う公営

企業債に対する一般会計の負担額、繰出金で、

合計で158億円となります。

そして、一番下の網かけ部分、一般財源負担

額、①足す②足す③の欄が各年度に必要となる

一般財源の額で、合計で753億円となります。

次に、５ページの２のグラフをごらんいただ

きたいと思います。

施設整備や公共施設の老朽化対策のために、

県有施設維持整備基金に積み立てを行っており

ます。現段階の基金残高は232億円でございます

が、４ページで、Ａ足すＢの一般財源①と説明

いたしました、それぞれの施設建設時に必要な

一般財源につきましては、この基金の取り崩し

によって賄うことになりますので、この場合の

基金残高の推移を示しております。

平成37年度には98億円程度となる見込みであ

、 、りますが 現段階で見込めていない施設整備費

また今後の公共施設の老朽化対策をこの基金で

賄っていくためには、今後も可能な限り積み立

てを行っていくなどして、今後に備える必要が

あると考えております。

次に、３のグラフをごらんいただきたいと思

います。

施設の建設時に発行した県債の償還費用と病

院局への繰出金については、毎年度、一般財源

で賄う必要がありますが、その場合に、各年度

に必要となる一般財源の額を示したものです。

今後、年々増加していき、ピークの平成41年

度には33億円程度となり その後 ８年程度は30、 、

億円以上に高どまりした状態で、そこから徐々

に減少していく見込みとなっております。

公債費につきましては、平成57年度まで、ま

た病院局の繰出金につきましては、平成65年度

まで負担が続くことになります。この毎年度30

億円以上の負担がどの程度かといいますと、例

えば、補助公共事業費の平成29年度、今年度当

初予算額は県土整備部、農政水産部、環境森林

部の３部局合計で約488億円となっております

が、この補助公共事業に充当している一般財源

の額が約32億円となっております。ここから、

補助公共事業のほぼ１年分の一般財源が別途毎

年必要になるということになります。

以上、来年度当初予算編成方針と現時点で見

込まれております、今後の大型施設整備の財政

負担について御説明いたしました。今後も、歳

入の大幅な増が見込めない中で、毎年、数十億

円規模で増加する社会保障費に対応しながら、

今後の大型施設整備や公共施設の老朽化対策に

対応していくためには、予算編成方針において

掲げましたとおり、不断の取り組みとしての財

政改革の取り組みを継続しながら、選択と集中



- 20 -

平成29年11月６日(月)

によりまして、限りある財源を効果的に活用し

て事業を構築し、予算を編成してまいりたいと

考えております。

私からの説明は以上でございます。

それでは、新燃岳の噴火○藪田危機管理局長

活動に伴う被災及び対応状況について御説明を

させていただきます。

委員会資料の６ページをお願いいたします。

まず、１のこれまでの主な経緯でございます

けれども、新燃岳では、火山性地震が増加した

ことなどから、10月５日の夜に噴火警戒レベル

が１から２に引き上げられました。

その後、10月11日の早朝には、小規模な噴火

が発生いたしまして、火山性微動等が継続した

、 、ことから 噴火警戒レベルが３に引き上げられ

さらに15日には、火山ガス放出量がふえたこと

から、警戒範囲が２キロから３キロに拡大され

ております。この間、10月15日の早朝、新燃岳

から流れてきた二酸化硫黄ガスがえびの高原周

辺で検出されまして、周辺施設が臨時休館とな

りました。

その後、噴火が停止しまして、火山ガスの放

出量が減少したことなどから、31日の午後２時

に警戒範囲が２キロに縮小されました。

なお、同時刻に硫黄山の噴火警戒レベルも火

山活動の低下が見られることから、レベル２か

ら１に引き下げられたところでございます。

現在の規制の状況ですけれども、委員会資料

の９ページの図をごらんいただきたいと思いま

す。

新燃岳を中心に、２キロが現在の警戒範囲と

なっております。また、赤の二重線で示しまし

た新燃岳周辺の登山道につきましては、規制を

継続しておりますけれども、今回の警戒区域の

縮小及び硫黄山における噴火警戒レベルの引き

下げに伴いまして、青線で示しております鹿児

島及び宮崎県の県道の規制の解除、それから硫

黄山周辺を除きます登山道については規制が解

除されまして、それから鹿児島側もそうですけ

れども、えびの高原から韓国岳での登山が可能

となっております。

再度、資料の６ページにお戻りいただきたい

と思います。

２の噴火警報発表に伴う体制についてでござ

います。噴火警戒レベルの引き上げに伴いまし

て、県及び関係市町におきまして、体制を強化

して対応してまいりました。また、10月20日に

は、霧島山火山防災協議会の関係機関会議を開

催いたしまして、火山の状況について情報を共

有するとともに 今後の対策について協議を行っ、

たところでございます。

３の対応状況でございますけれども、警戒範

囲に応じました登山道等の規制や市町村や関係

団体、県民等に対しまして、情報提供や注意喚

起を行うとともに、降灰対策を実施したところ

でございます。

（５）にあります環境調査では、えびの高原

周辺での15日の二酸化硫黄ガスの検出を受けま

して、県におきまして、火山ガスの臨時測定を

実施し、17日までに0.3ｐｐｍ以下まで下がった

ことを確認しております。

また、小林市、都城市におきまして、二酸化

硫黄等の大気汚染物質を継続監視しており、高

原町役場にも二酸化硫黄自動測定器を設置いた

しましたけれども、人体に影響を及ぼすような

大きな変化は現時点まで確認をされておりませ

ん。また、えびの高原周辺に火山ガス自動測定

器１基を設置する予定としているほか、現地の

施設におきましては、火山ガスの簡易測定を毎

日実施しているところでございます。
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７ページの後ろの４の被害状況でございます

けれども、現在まで人的・住家被害がなく、高

、原町がほほえみ館を開放しておりますけれども

これまでには、自主避難者はございません。

このほか （３）から（５）に記載のとおり、、

観光関係、農作物、教育関係で宿泊等のキャン

セル等の被害が発生しているところでございま

す。

今後も、火山活動の状況に応じまして、適切

に対応できるように、引き続き、関係機関及び

火山専門家などとも緊密な連携を維持して、対

応してまいりたいと考えております。

次に、平成29年台風22号について御説明させ

ていただきます。

別途配付させていただいております資料をご

らんいただきたいと思います。

10月28日の16時10分に、宮崎市に大雨洪水警

報が発表されたのを初めといたしまして、日南

市、串間市に記載のとおりの警報が発表されて

おります。これらの警報につきましては、約17

時間継続いたしまして、 20日の11時25分に全て※

の大雨洪水警報が解除されましたけれども、今

回は、宮崎市、日南市、串間市に長時間、雨が

降り続いたことによりまして、これらの県南部

に被害が集中しております。

２に、これまで判明いたしました主な被害状

況を表として取りまとめております。

まず、人的被害といたしましては、宮崎市と

国富町で滑落と転倒による重傷者が２名、宮崎

市と延岡市で突風による転倒での軽傷者が２名

発生いたしました。また、住家被害につきまし

ては、宮崎市において土砂の流入などによる全

壊家屋が３棟、宮崎市と日南市で突風などによ

る一部損壊が８棟となっております。

また、宮崎市、日南市、串間市で、川の越水

や内水氾濫などにより、床上浸水が32棟、床下

浸水が121棟となっております。

裏面をごらんいただきたいと思います。

３の県の警戒体制でございますけれども、28

日の16時10分に情報連絡本部を設置いたしまし

て、情報収集と情報の発信を行ったところでご

ざいます。

４の避難状況については、宮崎市などでピー

ク時に245世帯、411名の方が避難所に避難をし

たところでございます。

そのほか、５のその他のところに記載してお

りますけれども、国道の220号が被災したことに

よりまして、サンメッセ日南に孤立いたしまし

た従業員の方など29名を、29日、県防災ヘリに

、 。より 日南総合運動公園まで搬送いたしました

また、国道220号が日南市宮浦志戸辻で斜面崩

壊により通行どめとなっておりまして、現時点

でも復旧の見通しが立っていない状況でござい

ます。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

執行部の説明が終わりました。○二見委員長

質疑はありませんか。

大型施設整備に係る本県財政運営○中野委員

の影響について、表の説明がありましたが、こ

のうちの国体関連３施設について、一般財源、

県債、国補助金ということでそれぞれ書いてあ

るんですが、これについて、地元負担はもうな

くなったと理解すればいいんですか。

地元負担につきましては、ま○川畑財政課長

だ調整中の段階でございまして、どこにどの程

度という調整がついていないため、今の段階で

、 。は 見込んだ費用として記載をしておりません

では、含むとすれば、どこに含ん○中野委員

※次ページに訂正発言あり
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でいるわけですかね。

この費用自体が概算でありま○川畑財政課長

すが、地元負担がある場合に、全体の額が変わ

ります。そうすると起債、県債が発行できる額

についても変わりますので、その場合は、全て

の数字について動き得るということで考えてい

ただければと思います。

ありがとうございました。○中野委員

次に、新燃岳の件ですが、いわゆる二酸化硫

黄ガスが測定されたということでしたが、この

影響かどうかわかりませんが、えびの高原の松

が点々と枯れていますよね。これとの因果関係

があるのかどうか、枯れている理由は全く別な

のかということと、もし、これが理由であった

場合に、松の木は蘇生するのか、単なる葉が枯

れただけのことなのかということをお伺いした

いと思います。

今、委員から発言がござ○藪田危機管理局長

いましたことについては、報道等でも聞いてお

りますけれども、そこと火山ガスとの因果関係

がどうなのかということと、現在の枯れたもの

が蘇生するかどうかについては、ちょっと専門

家に聞いてみないとお答えができない状況でご

ざいます。

ここで、委員の皆様にお諮りい○二見委員長

たしますが、本日の日程は11分30分までとなっ

ておりますが このまま継続してよろしいでしょ、

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

観光地で、あんなふうに枯れてい○中野委員

る場面は、松くい虫の状態と変わらないわけで

すので、非常に大変なことになったなと思って

いるんですよ。担当課ではないかもしれません

が、えびの高原の関係者に聞くと、この二酸化

硫黄ガスが発生したからと聞いているんですよ

ね。ぜひ、因果関係を含めて、調査機関で調査

して、対策もお願いしておきたいと思います。

済みません。先ほど私か○藪田危機管理局長

ら、冒頭で説明させていただきましたときに、

一部誤って発言した部分がございますので、訂

正させていただきます。

台風22号に係る説明の中で、県内に発表され

た警報が解除された日時を、私 「20日の11時25、

分 と申し上げたんですけれども 正確には 29」 、 「

日の11時25分」の誤りでした。申しわけござい

ません。

、○緒嶋委員 国体関係の主要施設をつくるのに

延岡、都城から地元につくってほしいと要望が

あるときに、市がどれだけ負担するとか、そこ

辺の覚書とか何とかは全然ないわけですか。こ

の市町村の負担について、どういう負担をしま

すとか、口頭で言われただけですか。文書か何

かはあるわけですか。

市との調整につきましては、○川畑財政課長

、総合政策部で対応していただいておりましたが

全体の費用についてもまだ概算であることと、

その費用が出てから、またそこにつくることに

よって、追加で幾ら発生するかということを調

整しながら、どの程度という額があったやには

聞いていますが、覚書を締結したという話まで

は、済みません、こちらのほうでは伺っており

ません。

ある程度のものがなく、負担しま○緒嶋委員

すというだけでそこにつくると決めたわけです

か。市からの要望書か何かで応分の負担をしま

、 、すとか 何かそういったものが全然ないままに

全てをつくった場合にこれだけ要るということ

ですか。そうすると、市が負担すれば、考え方

。としてはこの額は少なくなるということですか

この資料でお示ししておりま○川畑財政課長



- 23 -

平成29年11月６日(月)

す数字につきましては、９月の常任委員会で総

合政策部と教育委員会からお示しをした数字と

なっております。

この数字につきましても、まだ実際には詳細

な設計を行ってみないと確定しないので、ここ

からふえないということも言えません。その全

体の額の中で、市として応分の負担をするとい

うことを言って、地元に誘致していただいたも

のと考えておりますので、そこについては、そ

の調整の中で、今後、具体的な額については定

まっていくと考えております。

それは、もちろん、そうなるわけ○緒嶋委員

で、そのときにはこれよりもふえることはない

と理解していいわけですか。

これは、先ほどの御説明の中○川畑財政課長

、 、 、でも申し上げましたが 主要のプール 体育館

陸上競技場の３施設について、現段階で見込ん

でいる費用ということでございまして、実際の

設計を行ってみると、ふえる可能性もございま

す。

駐車場とか、そのほかの道路の整○緒嶋委員

備とかは、これには入っていないということで

すね。

陸上競技場と体育館につきま○川畑財政課長

しては、一定の造成の費用は見込んでおります

が、その費用についても、現段階で正確である

ということは言えませんし、周辺の整備の費用

についても見込んでいない額でございます。

ほかにございませんか。○二見委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他、何かありま○二見委員長

せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上をもって総務部を終○二見委員長

了いたします。執行部の皆様、お疲れさまでし

た。

暫時休憩いたします。

午前11時35分休憩

午前11時37分再開

委員会を再開いたします。○二見委員長

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

では、以上をもって本日の委員○二見委員長

会を終了いたします。

午前11時37分閉会


